
令和８年度 学校いじめ防止基本方針 
 2026.4.1 改定版  

 
 「学校いじめ防止基本方針」は人権尊重の理念に基づき、市立札幌豊明高等支援学校の生徒一
人一人が、安全安心かつ心身とも健やかに充実した学校生活を送ることができるよう、いじめの
防止に向け日常の指導体制を定め、教職員が積極的に介入し未然防止と早期発見・早期解決を図
るため策定するものである。 
 
１．いじめの定義と学校及び学校の教職員の責務（いじめ防止対策推進法条文より抜粋） 
 （１）いじめの定義（いじめ防止対策推進法 第２条） 
     「いじめ」とは児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している当該児童等と

一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（イン     
ターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童等     
が心身の苦痛を感じているものを言う。 

  （２）学校及び学校の教職員の責務（いじめ防止対策推進法 第８条※１基本理念は第３条） 
   学校及び学校の教職員は、基本理念（※１）に乗っ取り、当該学校に在籍する児童等の    

保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの    
防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等に在籍する児童等がい    
じめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。 

 
２．本校の基本理念 
  （１）いじめは「どの生徒にも、どの学校にも起こりうる」との認識を持ち、その防止等に向

けて学校の内外を問わず、いじめが行われなくなることを旨として毅然とした態度で取り
組んでいく。また、「いじめは人間として許されない行為」という認識のもと、被害者の
立場に立って生徒の発達段階に応じて適切に指導を進める。 

  （２）いじめ問題の対応は、学校が一丸となって全ての職員が組織的に対応する。また、保護
者や地域と連携し、関係機関の協力や支援を得ながら、いじめから生徒を救うとともに、
未来を担う生徒に人権尊重や尊厳の保持、生命の大切さ等を理解させ、規範意識・倫理観
の向上を図る。 

 
３．いじめ対策に向けた基本姿勢 
  ○いじめの未然防止の徹底 
   ○いじめの早期発見・早期対応 
   ○いじめに対する組織的な対応 
 
４．いじめの未然防止のための取組 
  全校生徒が「いじめのない明るく楽しい学校生活を送る」ために、生徒一人一人が認めら

れ、お互いに相手を思いやる雰囲気作りに学校全体で取り組む。また、生徒が授業や作業等で
達成感、成就感を味わうこと等により自己有用感、自尊感情を育てることに努める。 

 
 （１）「いじめ」についての理解を深める 
   ①何がいじめなのか 
    「いじめは絶対に許されない」という雰囲気を学校全体で醸成していくために、常日頃    

から、教職員と生徒が「いじめとは何か」といういじめの特質について認識を共有するよ    
う心がける。 

    いじめが発覚した時に「いじめていたという認識はなかった」ということがないよう
に、生徒の発達段階に応じて、日常的に「してはいけないこと」を具体的に意識付けをし
ていく。そして、見て見ぬふりをすることや、知らん顔をすることも「傍観者」として、
いじめに荷担していることを理解させる。また、初めは些細な嫌がらせや意地悪であって
も、しつこく繰り返したり、みんなで行ったりすることは、深刻な精神的危害になること
を理解させるよう努める。 

 
   ②いじめられている生徒の気持ちを理解する 
    教科や作業、学級活動などあらゆる活動の場面等において、いじめられている側の気持    

ちを理解できるようにする。いじめられている生徒は、周りの友人や親や教員などに相談 
できずに、一人で不安や悩みを抱え、いじめが深刻化する場合がある。「誰かに相談した    
らもっとひどくなる」「親に心配をかけたくない」「弱い人間だとバカにされる」などの
いじめられる側の気持ちを理解することで、いじめを許さない風土や誰かに相談すること
の大切を共有する。 

 
   ③いじめの加害の側の指導、支援もきめ細かに行う 
    いじめは、いじめられた生徒の側に立って指導することが最も重要であるが、いじめの    

加害の生徒の立場に立つことも重要である。「なぜ、いじめてしまうのか」という視点



で、当該の生徒や保護者、周辺の教職員や生徒から話を聴く。生徒の特性に応じた適切な
指導がなされてきていなかったり、過去にいじめられていた経験があったり、家庭環境等
が大きく変化していないか等の背景を様々な角度から探る。いじめの再発防止のために
は、スクールカウンセラーなどの専門家の助言を参考にして、一人一人の生徒の背景を丁
寧に把握し、個に応じた指導をする。 

 
      ④いじめが発生した集団への対応 
        いじめを見ていたり、同調・荷担していた生徒に対しても自分の問題として考えさせ

る。また、「いじめは絶対に許さない」「いじめを見聞きしたら必ず知らせることがいじ
めをなくすことにつながる」ということを生徒に徹底して伝える。 

 
 （２）Well-Being 自分の人生をより良く生きようとする人の育成 

   ①教育活動全体を通じて行い、以下の３つの価値を大切にする。 
    ・自分を知り大切にしよう。 
    ・まわりの人とつながろう。 
    ・経験を力にしよう。 
 
   ②いじめを許さない、見過ごさない雰囲気づくり 
        ・生徒会活動における、ポスターやスローガン等の作成、掲示による啓発活動。 
        ・生徒総会や委員会活動を利用し、生徒が主体的に取り組む呼びかけ等の活動。 
    ・全校集会等。 
 
   ③M プロを軸とした、豊かな情緒的交流の育成 
   ＜SEL＞ 
    ・自己理解、他者理解、感情理解、感情のコントロール、ソーシャルスキルトレーニン 
     グ、コミュニケーションのスキル向上を図る。 
   ＜PBIS＞ 
    ・価値的行動を身に付ける、ポジティブなかかわり方の習得をする。 
   ＜ピア・サポート＞ 
    ・思いやり、支え合い、あたたかな関係づくりの構築を図る。 
   ＜協同学習＞ 
    ・学習場面でのピア・サポート、主体的・対話的で深い学びを充実する。 
 
   ④家庭や地域との連携によるいじめの未然防止 
    ・日常的に保護者と連携を図り、信頼関係を構築し、家庭での生徒への接し方や言葉掛

けについて話題にすること等により未然防止に努める。 
     
５．いじめの早期発見・早期対応について 
  （１）早期発見について 
   ①教職員がいじめを積極的に認知する 
    ・「いじめはどの子にも、どこの学校にも起こりうる」「いじめは見つけにくい」とい

う認識の下、生徒が発する小さなサインや不安や悩みにいち早く気付くよう努め
る。 

    ・暴力を伴わないいじめは気付かずに見過ごしやすいことから、些細な兆候であっても    
「いじめ」ではないかとの疑いをもつなど、日常的な観察や声かけ等の関わりにより、

生徒の変容を見出す。 
    ・声をかけた生徒の反応が「大丈夫」というような疑いを否定するような反応であって

も、他の教職員と情報を共有し、他に同様に感じていた教職員がいないかどうか、気
になる情報がないかどうか、職場全体から情報を収集する。 

    ・学級、学年における生徒の人間関係にとどまらず、他学年との関わりや部活動、校外
のクラブ活動等、あらゆる集団における人間関係の把握に努める。 

    ・登下校時の観察、健康観察、欠席日数の検証、校内事例研修会等により、日常からの
教職員全体での情報共有を行う。 

    ・保護者と連携して情報を収集し、信頼関係を構築することを重視しながら、今後の協
力についても依頼する。 

 
   ②アンケートや教育相談の計画的な推進 
    ・アンケート（アセス）や教育相談を実施し、生徒の様子を客観的に把握する。 
    ・アンケート（アセス）については数量的な分析・評価にとどまることなく、複数の教

職員で空欄や消した痕に至るまで質的な分析・評価に心掛け、生徒の心の内面に迫る
努力をする。 

    ・教育相談については、生徒の発達の段階に応じて、スクールカウンセラーからの助言
を参考にしながら、生徒に心的負担を与えないよう実施する。 

 



 （２）早期対応について（いじめに対する措置） 
    生徒同士のトラブルやいじめを認知した場合は、原則として次の①～⑧の対応を速やかに       

行う。（①～⑧の対応はあくまでも原則であり、状況に応じて対応をする） 
 

① 速やかに組織的に対応する 
    ・いじめを発見したり、通報を受けたりした場合は、特定の教員で抱え込まず、教職員

一人一人の責務と役割を果たし速やかに組織的な対応を行う。 
     

② いじめを受けているとされる生徒やいじめを知らせてきた生徒の安心・安全を確保する 
    ・生徒が心配していること、不安に思うことを十分に聴き取り、「あなたが悪いのでは

ない」「絶対に守り通す」と伝え、心のケアに努める。 
    ・登下校、休み時間、放課後など見守りを行うなど安全確保に努め、それを生徒及び保

護者に伝える。 
 
   ③速やかに関係する生徒の保護者と連携を図り、改善に向けて協力を求める 
    ・原則として、事実が確認されるまでは、保護者に誤解を与えないよう留意する。 
    ・いじめられた生徒の保護者には、家庭訪問等により直接保護者と会って、途中段階で

あっても事実関係をその日のうちに迅速に伝える。また、対応策について丁寧に説明
し、了承を得る。 

 
   ④事実関係の確実な把握を行う 
    ・生徒への聴き取りについては、生徒の精神的な負担が伴うため、十分配慮して行う。 
    ・事実確認と指導とは明確に区別し、共感的な姿勢で聴き取りを行う。 
 

※１   複数の生徒が関わっている場合は、一人一人個別に同時刻に聴き取りをすることを   
原則とし、授業時間内で事情を確認しなければならない緊急の場合は、教員間での連携
のもと慎重に行う。 

※２   事実確認については、当事者である生徒だけではなく周辺にいた生徒にも必ず      
行う。５W１H を基本とし、加害の具体的な行為や言葉、回数、部位など、できるだけ具
体的に把握する。 

 
    ・担当教諭が、聴き取りをした全ての関係教諭に対して、集約したいじめの事実関係を

説明し、間違いがないか、新たに思い出したことはないかどうかを再確認する。 
    ・記録化し、関係した生徒（加被害双方）の保護者や教育委員会への説明及び報告の準

備をする。 
 
   ⑤再発防止に向けた保護者への対応 
    ・事実関係に基づき、状況に応じて適切な方法で関係する保護者に事実に基づく説明を

行い、再発防止への協力を要請する。 
    ・いじめた生徒の保護者にも、事実関係を正確に伝え理解を得た上で、被害家庭への謝

罪など以後の対応を適切に行えるよう協力を求める。生徒の抱える問題やいじめに至
った要因など、いじめの背景を保護者と共有し再発防止に努める。 

    ・いじめが解決したと思われた後も、生徒の様子を把握し、必要な支援を行う。また、
定期的に学校と関係する保護者が情報交換を行い、いじめの再発等がないか注意深く
対応して再発防止に努める。 

 
   ⑥教育委員会への報告 
    ・学校から教育委員会へ、いじめの発生及び対応について適時報告するとともに、対応

について助言を得る。 
 
   ⑦いじめの措置 
    ◆ 加害児童生徒への指導 
     ＜教育的指導＞ 
      ・いじめ行為についての指導 
      ・今後の生活指導 
           ・児童相談所など関係機関との連携 
           ・他校の児童生徒との間のいじめの場合は、他校との連携のもと慎重に行う。 
           ・教室以外や校外における生活の指導 
            ※出席停止措置について検討する必要がある場合は、事前に市教委と十分な協議を 

行う。 
     ＜法的措置＞ 
      ・事実関係の把握において、起きたいじめが犯罪行為として取り扱われるべきもの

は、対応について速やかに警察に相談・通報を行い、連携して対応する。 
        



 ◆ 被害児童生徒への指導 
           ・心のケアについて、スクールカウンセラー等と十分に相談しながら行う。 
           ・いじめの再発について、不安な気持ちを十分に聴き取り、見守りなどの安全確保と           

教育相談の体制に係る計画を立て、安心して学校生活を送ることができるよう留意                  
する。 

     
        ◆ 周りの児童生徒への指導 
           ・はやし立てたり、見て見ぬ振りをしたりすることは、いじめを深刻化させることに                 

なることを改めて指導する。 
           ・被害児童生徒と保護者の了承のもと、再発防止へのねらいを含めた学級指導、学年          

指導を生徒のプライバシーに十分留意して行う。 
 
   ⑧いじめの解決 
     いじめ解消の判断は、事案対処後３か月を目途として、被害児童生徒及び保護者との

面談等による確認の結果を踏まえて、学校いじめ対策組織（いじめ防止委員会）におい
て行う。 

 
⑨いじめに関わる留意事項 

対応内容 留意事項 

情報の把握 

〇「いじめ見逃しゼロ」の徹底を目指し、認知及び解消に
ついては個人に委ねず、学校いじめ対策組織（いじめ防止
委員会）で判断する。  
〇いじめの疑いを把握した場合は、いじめ防止委員会で速
やかに対応するため、構成員全員がそろわない場合でも、
出席可能な構成員のみで会議を開催する。その場合、定例
の会議で再度確認する。  

緊急時の対応 
〇緊急性が高いと判断した事案や、いじめの重大事態につ
ながることが懸念される事案については、速やかに教育委
員会に報告する。  

いじめの解消 

〇いじめの解消の目安である３か月に至るまでの間、教職員
による見守りを実施する。 
〇被害生徒及び保護者との面談を通じて、心身に苦痛を感じ
ていないかを継続的に確認する。 
〇加害生徒の保護者に対しても、学校における状況等を共有
し、保護者と連携して指導と見守りを行う。 

 
   ⑩学校いじめ対策組織の会議について 
    学校いじめ対策組織の会議については、いじめ発生や経過報告、いじめ解消などの報告 

を、毎月開催される職員会議の中で行い全教職員で共通理解を図る。 
 

◆いじめに関する電話相談窓口等 
 ＜電話での相談窓口＞ 

     ○いじめ電話相談（少年相談室）（24 時間） 0120-127-830 
     ○全国統一の教育相談ダイヤル（24 時間） 0570-078-310 （ナビダイヤル） 
     ○いのちの電話 011-231-4343（24 時間） 0570-783-556  （ナビダイヤル） 
     ○子どもアシストセンター 0120-66-3783 （子ども専用電話） 
                              011-211-3783 （大人用） 
     ○札幌市児童相談所 011-622-8630 
     ○子ども安心ホットライン 011-622-0010 

   ○子ども人権 110 番 0120-007-110 
     ○チャイルドライン 0120-99-7777 
 

＜メールでの相談窓口＞ 
     ○子どもアシストセンター assist@city.sapporo.jp 

◆インターネットを通じて行われるいじめに関する事案への対処 
   （１）パソコン、携帯電話、スマートフォン等からインターネットの掲示板等への誹謗中傷

等の書込みなどは、その部分を印刷・保存し、対応策を協議する。（早期対応が必要な
いじめの事案に対処するため、教育委員会が行う専門業者によるネットパトロールを実
施しているので、連携して対処する。） 

   （２）誹謗中傷等の書込みについては、当該生徒の保護者、あるいは当該保護者から依頼を
受けた本校が、削除依頼を行う等の対応をする。 

    （３）情報部や教科「情報」において必要な知識、基本的な技能の学習を継続して行い、情
報モラル教育を進める。 
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◇学校いじめ防止基本方針の推進・・・全職員 
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重大事態への対応 

教育委員会への報告 

市教委アンケートの実施 
 
 

学校いじめ防止基本方針 
 

いじめ防止委員会 
【臨時開催】 

・校長<委員長> 

・教頭<副委員長> 

・生徒指導部長 

・支援部長  

・ＳＣ 

・学年主任 

・養護教諭 

・関係する教職員 

・ＳＳＷ 

 

生徒指導部 
臨時生徒指導部会 

【緊急・通常対応】 
 

◇学校いじめ防止基本方針作成・見直し 

 ＜臨時生徒指導部会メンバー＞ 

 生徒指導部、学年主任、学年副主任、担任・副担任、状況に

応じて養護教諭 

  ※メンバーは必要に応じて調整。 

 ※軽微なものは、学年生活係が対応する。報告書を生徒指導

部に提出する。 

 

  

個別の指導計画、道徳 
年度末反省による反省・
検証 
 
 
広報(学校だより、HP 担
当者会議と連携)、学校
評価による検証・評価、
ＰＴＡバスボランティア
活動による見守りネット
パトロールとの連携 

研修会、講演会 

生徒会 
いじめ防止ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 
ポスター、全校集会 

命を大切にする教室 

卒後支援、卒業生に 
関わる事 
学校安全・保健年間計画 
教育相談、ＳＣとの連携 
地域との連携 
生徒のケア、情報共有窓
口相談等 
情報提供、見守りなど 
日常観察・相談学年会、
朝打合せ 
個別の指導・支援・観
察・相談  スローガン
作成・教育相談 
生徒指導記録簿 



いじめの発見・認知【重大事態での校内連携危機対応を含む】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ・情報の収集、確認 

     【時間・場所】いつ、どこで発生したか 

     【関係人物】 誰が、誰から疑われる行為を受けているか 

     【内  容】 どのような行為を受けたか 

     【要因・背景】動機やきっかけは何か 

     【状  況】 現在も行為は継続しているか など 

 

 

 

 

 

    ○指導方針の決定、指導体制の確立 

     ・指導、支援の対象と具体的な手立て 

      直接・・・被害生徒・保護者、加害生徒・保護者 

      間接・・・観衆、傍観者となっていた生徒、全体、学年、学級 

 

 

    ○いじめ解消の判断 

     ・いじめに係わる行為が止んでいる状態が相当の期間 

継続していること（３ヶ月を目安） 

     ・被害生徒が心身の苦痛を感じていないこと 

 

 

 

生徒指導主事 

担任・副担任、学年主任、学年教員、その他の教職

員 

教頭 校長 

いじめの疑いに関する情報の収集・記録・共有 

いじめ防止委員会開催 

調査・事実関係の把握 

いじめ解決への指導・支援 

教育委員会 

警察 

医療 

教育委員会 

福祉関係 

【管理職】 

関係機関 

日常指導体制の充実 

検証・点検（PDCA） 収束 対応継続 

職員会議 

報告・共通理解 

生徒指導記録簿にいじめ専用シートに入力、毎月の職員会議で指導経過を報告する 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

組織的ないじめ対応の流れ 

いじめ情報の把握 
・全職員で生徒へのかかわり、日々の観察などから情報

を得る。 
・変化に気づいたら過小評価せずに、担任、学年主任、

生徒指導部に報告、教職員で情報共有。 
・アンケートや教育相談の計画的な推進。 
 

正確な事実確認 

チームづくり 

指導方針の決定 

生徒への指導・支援 

保護者との連携 

再発防止 

・臨時生徒指導部会の招集、役割分担。 
・指導、支援の方針を決定。 
・全教職員でいじめの事実の共通理解を図る。 
・教育委員会、関係機関との連携。 

・被害の生徒に寄り添い心のケアに努める。安全確保の
ため、休み時間などの見守りを実施。 

・加害の生徒には、いじめは人格を傷つける行為である
ことを理解させるとともに、いじめに向かわせない力
を育む。 

・保護者と会って、事実関係をその日のうちに伝える。 
・いじめの背景を共有し再発防止への協力を要請する。 

・指導、支援体制に修正を加える。 
・被害の生徒と保護者の了承を得て、再発防止のための
学級指導や学年指導等を行う。 

・同様のいじめが発生しないように、認め合う人間関係
の集団づくりを進める。 

・いじめ行為はその場で指導。 
・生徒、保護者、地域などからのいじめの苦情相談を受

けた場合は、真摯に傾聴。 
・周囲の生徒を含め関係生徒から速やかに聞き取り。 
・同時刻、個別の聞き取りと記録化。 
・学年主任や生徒指導部長から管理職に報告。 
・学校いじめ対策組織で、事実関係の確実な把握といじ

めの認知を行う。 
 


